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山の日

収集お休み

みどりの日 振替休日

収集お休み
こどもの日

収集お休み

憲法記念日

海の日

収集お休み

収集お休み
秋分の日

敬老の日

収集お休み
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収集お休み

【注意事項】
・当日午前8時までに町内の決められたごみ収集場所に出してください。
・二重袋にして出さないでください（生ごみ除く）。
・家庭菜園によるごみを出す場合は、袋に「家庭菜園」と記載してください。
　農業によるものは収集しません。
・側溝汚泥は4、5月の最終日曜日、6～11月の各月の最終月曜日の月1回収集
　します（町内清掃に限る）。 申込みが必要です。 

小千谷市家庭ごみ収集カレンダー

月曜日 木曜日火曜日 水曜日 金曜日 土曜日 分別マーク・区分 出 す 曜 日 出 し 方

燃 や す ご み

埋 立 ご み

有害・危険物

プラスチック製
容 器 包 装

古 紙

燃やすごみ用の指定袋に入れる

埋立ごみ用の指定袋に入れる

透明または半透明の袋に入れる

透明または半透明の袋に入れて、
「キケン」と書いて出す

飲食用缶・ビン、
化 粧 品 ビ ン
ペットボトル

「缶・ビン」と「ペットボトル」に
分けて透明または半透明の袋に
入れる

「新聞紙」と「雑誌・チラシ類」と
「ダンボール」に分けて紐でしばる

小千谷市環境共生課
時 水 清 掃 工 場
クリーンスポット大原

☎83－3566
☎82－6100
☎83－0731

10月以降は裏面を
ご覧ください。

ごみの出し方や分別方法が簡単に検索できる
「小千谷市ごみ分別辞典」をご利用ください！
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先

小
千
谷
市
ごみ分別辞典

令和７年度

※道路、空地、山林などにごみを捨てる「不法投棄（ポイ捨て含
む）」は犯罪です。（5年以下の懲役または1千万円以下の罰金）
※ごみを定められた方法以外で焼却する「野焼き」は禁止です。

※3日は特別収集日。処理場へ直接搬入もできます。

西小千谷・山辺地区

週３回
火・木・土曜日

週１回
火 曜 日

週１回
火 曜 日

週２回
月・金曜日

週１回
水 曜 日

月１回
第２水曜日

有害・危険物

埋立ごみ ペットボトル

燃やすごみ 飲食用缶・ビン、
化粧品ビン

燃やすごみ 燃やすごみ

プラスチック製
容器包装

プラスチック製
容器包装

古紙(月１回)

１
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
令和８年 2月 令和８年 3月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
令和７年 12月 令和８年 1月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
令和７年 10月 令和７年 11月
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スポーツの日

収集お休み

天皇誕生日

収集お休み

収集お休み
建国記念の日

収集お休み

文化の日

収集お休み

収集お休み

振替休日

元 日
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成人の日

収集お休み

春分の日

収集お休み
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勤労感謝の日
／30

【注意事項】
・当日午前8時までに町内の決められたごみ収集場所に出してください。
・二重袋にして出さないでください（生ごみ除く）。
・家庭菜園によるごみを出す場合は、袋に「家庭菜園」と記載してください。
　農業によるものは収集しません。
・側溝汚泥は4、5月の最終日曜日、6～11月の各月の最終月曜日の月1回収集
　します（町内清掃に限る）。 申込みが必要です。 

小千谷市家庭ごみ収集カレンダー

月曜日 火曜日 木曜日水曜日 金曜日 土曜日 分別マーク・区分 出 す 曜 日 出 し 方

燃 や す ご み

埋 立 ご み

有害・危険物

プラスチック製
容 器 包 装

古 紙

燃やすごみ用の指定袋に入れる

埋立ごみ用の指定袋に入れる

透明または半透明の袋に入れる

透明または半透明の袋に入れて、
「キケン」と書いて出す

飲食用缶・ビン、
化 粧 品 ビ ン
ペットボトル

「缶・ビン」と「ペットボトル」に
分けて透明または半透明の袋に
入れる

「新聞紙」と「雑誌・チラシ類」と
「ダンボール」に分けて紐でしばる

問

合

先

小千谷市環境共生課
時 水 清 掃 工 場
クリーンスポット大原

☎83－3566
☎82－6100
☎83－0731

小
千
谷
市
ごみ分別辞典

ごみの出し方や分別方法が簡単に検索できる
「小千谷市ごみ分別辞典」をご利用ください！

令和７年度

※道路、空地、山林などにごみを捨てる「不法投棄（ポイ捨て含
む）」は犯罪です。（5年以下の懲役または1千万円以下の罰金）
※ごみを定められた方法以外で焼却する「野焼き」は禁止です。

※2月の古紙回収は13日（金）に変更となります。

西小千谷・山辺地区

週３回
火・木・土曜日

週１回
火 曜 日

週１回
火 曜 日

週２回
月・金曜日

週１回
水 曜 日

月１回
第２水曜日

有害・危険物 古紙(月１回)
埋立ごみ ペットボトル

燃やすごみ 飲食用缶・ビン、
化粧品ビン

燃やすごみ 燃やすごみ

プラスチック製
容器包装

プラスチック製
容器包装
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